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公有水面埋立法の概要
　公有水面埋立法（以下「埋立法」という）は、公有水
面※において、土砂等を投入したり、護岸等の工作物を
建設したりすることにより陸地に変更させ、その陸地に
財産権を付与する制度を定めた法律となっています。
　このため、 公有水面の埋立てを行いたい者（以下

「出願人」という）は埋立法に定められた手続きを行
い、埋立てを免許する者（以下「免許権者」という）
から免許を取得する必要があります。
　仮に埋立法で定められた手続きを行わずに無断で
埋立てを行った場合は「無願埋立」に該当し、原状
回復義務や罰則が課されることになります（法第36
条・39条）。

※ 公有水面とは、次の3つの要
件を具備したものと解され
ています。

　①水流又は水面であること
　② 公共の用に供するもので

あること
　③ 国の所有に属するもので

あること

埋立免許事務手続き
　埋立法に定められている免許
取得までの手続きについては、
図1のとおりです。
　まず、出願人は、必要な事項
を記載した願書を作成し、免許
権者に申請することとなります。

　免許権者は申請を受け、告示・縦覧や関係機関の
意見聴取を行った後、免許基準や埋立ての必要性等
について厳格な審査を行い、一定の要件を満たす埋
立てについては国の認可を受けて、出願人に免許を
与えることとなります。

港湾における埋立地面積の推移
　わが国港湾で造成された埋立地面積の推移につい
ては、図2のとおりです。
　1975年（昭和50年）以降のデータとなっていますが、
昭和50年代半ば頃までは、造成された埋立地面積が近
年に比べて10倍以上にのぼっており、その内訳も工場
用地の割合が50％近くを占めていたことが分かります。
　近年は、工場用地の割合が減少し、ふ頭用地や港
湾関連用地の割合が増加している傾向にあります。
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② 告示・縦覧（３週間）
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・地元市町村長の意見の徴取

④ 免許の意思決定

一般公衆（利害関係者）

・関係行政機関（海上保安官署、地方公共団体の環境保全部局等）の
意見聴取、協議

① 利害関係者との調整
② 環境アセスメント
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・利害関係者の意見
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・関係行政機関の意見

・競願関係者の整理
・埋立区域の制限免許
・公共帰属すべき区分の条件
・免許条件の決定（免許料の算定を含む）
・期間の指定
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許
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認可申請

① 内容審査国土交通大臣
（又は地方整備局長等）

認 可

① 環境大臣の意見の聴取

② 認可の意思決定

環境大臣
・環境大臣の意見に対する評価（50ha超）
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図2　わが国港湾で造成された埋立地面積の推移　資料：国土交通省港湾局総務課調べ

図1　埋立免許手続きフロー図


